
情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会（第３１回）議事概要 

 

１ 日 時 

  平成２３年１１月２９日（火）１４時００分～１４時３８分 

 

２ 場 所 

  総務省第１特別会議室（８階） 

 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

根岸 哲（部会長）、酒井 善則（部会長代理）、関口 博正、辻 正次、 

東海 幹夫、長田 三紀 

（以上６名） 

（２）総務省 

原口電気通信事業部長、安藤総合通信基盤局総務課長、古市事業政策課長、 

木村事業政策課調査官、二宮料金サービス課長、大村料金サービス課企画官 

 

（３）事務局 

日下情報流通行政局総務課課長補佐 

 

４ 議 題 

（１）答申事項 

電気通信事業法第１０９条第１項の規定による交付金の額及び交付方法の認

可並びに同法第１１０条第２項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可

（ユニバーサルサービス制度に基づく交付金の額及び交付方法の認可並びに負

担金の額及び徴収方法の認可）について【諮問第３０３４号】 

 

審議の結果、認可することが適当との答申をした。 
 

【内容】 

ユニバーサルサービス制度に基づくＮＴＴ東西に対する交付金の額及び交付

方法の認可並びに各接続事業者等の負担金の額及び徴収方法の認可に係るもの。 
 

 （２）諮問事項 

接続料規則の一部改正について【諮問第３０３５号】 

 

審議の結果、諮問された案について意見募集を行い、提出された意見を踏まえ、

接続委員会において調査・検討を行うこととした。 

 



【内容】 
長期増分費用方式に基づく平成２４年度の接続料の算定に用いる入力値の更

新を行うための接続料規則の一部改正に係るもの。 

 
（３）報告事項 

日本電信電話株式会社等に関する法律の改正に伴う日本電信電話株式会社等

に関する法律施行規則の改正及びＮＴＴ東西の活用業務に係る公正競争ガイド

ラインの策定に関する報告 

 

【内容】 

日本電信電話株式会社等に関する法律の一部が改正され、ＮＴＴ東西が営むこ

とができる活用業務等に係る現行の認可制を事前届出制とすることとされた。 
この法律改正において、届出の手続きや、届出事項の内容について、省令で定

めることとされていることを受けた、日本電信電話株式会社等に関する法律施行

規則の一部改正について総務省より報告があったもの。 
また、行政判断の客観性・透明性の向上を図るとともに、関係事業者の予見可

能性を高め、もって電気通信事業の公正な競争の確保等に資することを目的とし

た、活用業務の届出に関するＮＴＴ法の運用方針を事前に明確化するためのガイ

ドラインの策定について総務省より報告があったもの。 

 
 

本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省ＨＰにおいて 

   公開しておりますのでご覧ください。 

    

また、総務省において、閲覧及び貸し出しを実施しておりますので、 

下記までご連絡をお願いいたします。 

 

担当：総務省情報流通行政局総務課審議会係 丸山 高橋 

電話  ０３－５２５３－５６９４ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－５７１４ 

メール ip-council@soumu.go.jp 

 


